
管理不全空家等 

【令和５年の空家法改正により新設された区分】 

建築物に破損等があり、また、その敷地に雑草等が繁茂し

て害虫が発生するなど、空家等が適切な管理が行われてい

ないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当す

ることとなるおそれのある状態にある空家等をいいます。 

１．計画改定の背景と目的 

２．計画の位置付け 

３．対象とする空き家の種類 

４．対象地区 

５．計画期間   
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あきる野市空家等対策計画２０２５【概要版】（案） 

０１ 計画の概要 

●少子高齢化に起因する人口減少の時代にあって、全国的に空き家の増加とともに、適切に管理されず放置され

た空き家が周辺に悪影響を及ぼす社会問題が深刻化しています。 

●こうしたことから、平成２７年５月に「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下空家法という）」が全面施行さ

れ、全国で様々な空き家対策が進められてきましたが、空き家問題は止まるところを知らず、令和５年１２月に

は、より一層の空き家対策の推進に向けて空家法の改正が行われました。 

●本市でも、令和２年５月「あきる野市空家等対策計画」を策定し、総合的な空き家対策を推進してきましたが、今

もなお管理が不十分な空き家が一定程度存在します。今後、空き家がますます増加していくと考えられるなど、

空き家問題が一層深刻化することが懸念されることから、本市における空き家の実態を把握し、将来を見据え

つつ、本市の実情に合った計画に改定することとしました。 

あきる野市都市計画 
マスタープラン 等 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

あきる野市空家等対策計画２０２５ 

上位計画 

関連計画 

第２次あきる野市総合計画 

根拠法 

本計画 

空家等に関する施策を総合的かつ 
計画的に実施するための基本的な指針 

原則として、空家法第２条第１項に規定される「空家等」

を対象とします。 

ただし、空き家の発生抑制と管理不全の予防という観

点から、空き家になりそうな建築物及び一般的に空き家

と認識される建築物に対しても対策を検討します。 

市内全域を対象とします。 

令和７年度から令和１６年度までの１０年間とします。 

ただし、国や東京都の空き家政策の動向や社会経済情

勢の変化等を踏まえ、必要に応じて施策の見直しや計画

の改定を行います。 



建物が手狭になった、老朽化したなどの

理由で住み替えた 19件 (5.7%)

転勤などで遠方に転居することに

なった 9件 (2.7%)

親や子の世帯と一緒に住むことに

なった 8件 (2.4%)

住んでいた人が施設に入所又は

入院した 41件 (12.3%)

相続等により取得したが

他に居住している住宅がある

100件（29.9％）
相続問題等で所有者が決まっていない

12件 (3.6%)

賃借人が退去、

もしくは見つからない

74件 (22.2%)

その他 40件(12.0%)

複数回答 8件 (2.4%)

無回答 23件 (6.9%)

■空き家になった主な理由

対象者数：334件

回答者数：311件
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1. 管理するための費用がかかる

2. 相談先がない又は管理方法がわからない

3. 年齢や身体的な理由で十分な管理ができない

4. 共有者等、他の権利者と意見調整ができない

5. 近隣への迷惑や不法侵入等が心配

6. 遠方に住んでおり建物の状況がわからない

7. 管理をお願いする相手がいない

8. 特に困っていない

9. その他

無回答

■空き家の維持管理で困っていること (件)

対象者数：334件 回答者数：312件 回答件数：534件

１．空き家数 

２．空き家の分布状況 

３. 空き家になった主な理由 

４. 空き家の維持・管理で困っていること   

０２ 空き家の現状 

ゼンリン住宅地図で確認された公共施設を除く全建物４２，５６９棟に対し、外観目視調査及びアンケート調査を行った

結果、６８１棟（１．６%）を空き家と判定しました。そのうち、管理が行き届いておらず利活用が困難な不良度 C の空き家

が９０棟（空き家に占める割合１３．２%）、除却が望まれる不良度 D の空き家が２８棟（同４．１%）確認されています。 

武蔵増戸駅 

武蔵五日市駅 

武蔵引田駅 
秋川駅 

東秋留駅 

市 街 化 区 域：493 棟(72.4%) 

市街化調整区域：188 棟(27.6%) 

■空き家の分布状況 

アンケート調査によると、空き家になった

主な理由で最も多かったのは「相続等により

取得したが他に居住している住宅がある」で

１００件（29.9％）、次いで「賃借人が退去、

もしくは見つからない」が７４件（22.2％）、

「住んでいた人が施設に入所又は入院した」

が４１件（１２.3％）となっていました。 

アンケート調査によると、空き家の維持・管

理で困っていることの上位は、「近隣への迷惑

や不法侵入等が心配」が１１０件で１位、次いで

「管理するための費用がかかる」が１０６件、

「年齢や身体的理由で十分な管理ができな

い」が５６件となっていました。 

大きな偏りは認められませんでしたが、空き家６８１棟のうち、市街化区域内に４９３棟（７２．４%）、市街化調整区域内

に１８８棟（２７．６％）が確認されています。 



１．空き家対策の基本的視点 

空き家対策には、行政のみならず、地域住民、町内会・自治会、市民活動団体、不動産関係の事業者や専門家団体など、多様

な主体の連携が不可欠です。 

本市では、住まいの適切な維持管理や、補助制度を活用した耐震診断・耐震改修の促進を通じた住まいの長寿命化による

「空き家の発生予防」を重視するとともに、適切に管理されていない空き家の解消や、地域の活性化に資する空き家の利活用

など、まちづくりという視点に立って、総合的かつ計画的な空き家対策に取り組むこととします。 

２．住宅の状態に応じた空き家対策の基本方針 

住宅の状態 基本方針 

人が住んでいる住宅 

1．空き家の発生予防と住宅の適正管理 

① 空き家になる前から空き家対策について周知・啓発していく【継続】 

② 適切な維持管理を促して住宅の長寿命化を促進する【新規】 

③ 「空家等管理活用支援法人制度」を活用して空き家対策を推進する【新規】 

④ 福祉部門と連携して高齢世帯への情報提供を行う【継続】 

空
き
家 

利活用可能な空き家 

※空き家不良度Ａ、Ｂに

該当する空き家 

2．空き家の流通と利活用及び適正管理 

① 空き家に関する相談に対応する【継続】 

② 空き家の利活用に関する普及啓発に取り組む【継続】 

③ 空き家の利活用を促進する【新規】 

④ 町内会・自治会等との連携や、空き家の早期発見・早期対処に努める【継続】 

⑤ 市街化調整区域における空き家の活用策を検討する【継続】 

管理不全な空き家 
（特定空家等を含む） 

※空き家不良度Ｃ、Ｄに

該当する空き家 

3．管理不全な空き家への対応 

① 市民からの情報提供や相談に対応する【継続】 

② 管理不全空家等及び特定空家等への対応を行う【継続】 

③ 所有者不存在・不明空き家への措置を行う【継続】 

④ 空き家条例の検討を行う【継続】 

⑤ 除却に対する支援制度を検討する【継続】 

⑥ 空き家除却後の跡地を活用する【新規】 

３．具体的施策 

  

０３ 空家等対策計画 

本市が特に重視する取り組み 

① 空き家になる前からの空き家対策について周知・啓発していく 

イ）相談窓口による相談対応【継続】 

ロ）広報紙やホームページ等による意識啓発【継続】 

ハ）セミナー等を通じた意識啓発【継続】 

② 適切な維持管理を促して住宅の長寿命化を促進する 

イ）住宅リフォームや省エネリフォームに関する啓発【新規】 

ロ）木造住宅の耐震診断及び耐震改修等助成制度の活用促進【新規】 

③ 「空家等管理活用支援法人制度」を活用して空き家対策を推進する【新規】 

④ 福祉部門と連携して高齢世帯への情報提供を行う【継続】 

（１） 空き家の発生予防と住宅の適正管理（基本方針１） 



 
 

① 空き家に関する相談に対応する【継続】 

② 空き家の利活用に関する普及啓発に取り組む【継続】 

③ 空き家の利活用を促進する 

イ）空き家の利用希望者と所有者等のマッチング支援【新規】 

ロ）インスペクション（住宅診断）の普及による空き家の流通を

促進する【新規】 

ハ）住宅セーフティネット制度を活用する【新規】 

④ 町内会・自治会等との連携や、空き家の早期発見・早期対処

に努める【継続】 

⑤ 市街化調整区域における空き家の活用策を検討する【継続】 

（２） 空き家の流通と利活用及び適正管理（基本方針２）

あきる野市役所 都市整備部 住宅政策課 

電話:042-558-1111（内線）27２１  ホームページ︓https://www.city.akiruno.tokyo.jp/  

（３） 管理不全な空き家への対応（基本方針３） 

① 市民からの情報提供や相談に対応する 

イ）管理不全な空き家への初動対応【継続】 

ロ）所有者等への情報提供、助言【継続】 

② 管理不全空家等及び特定空家等への対応を行う 

イ）立入調査【継続】 

ロ）管理不全空家等及び特定空家等の判断【継続】 

ハ）管理不全空家等及び特定空家等の認定・措置

について【継続】 

③ 所有者不存在・不明空き家への措置を行う【継続】 

④ 空き家条例の検討を行う【継続】 

⑤ 除却に対する支援制度を検討する【継続】 

⑥ 空き家除却後の跡地を活用する【新規】 
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■特定空家等に対する措置の流れ 

空家等対策協議

会に意見を伺った

うえで認定 

所有者等不明の場合 

緊急を要する場合 

固定資産税の住宅

用地特例の解除 

改善 

されない 

空家等の管理不全

な部分の改善 

０４ 空家等対策計画の推進に向けて 

本計画を円滑かつ効果的に進めていくために、
下図の PDCA サイクルにしたがって、施策の進捗
状況や目標の達成度を定期的に把握・評価し、適宜
計画の見直しや改善を図ります。 

■PDCA サイクル 

 
 
 
計画の実現に向け
て、さまざまな施策
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Do 
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施策の評価 
Check 

 
 
施策の着実な実施
に向けて、達成度に
応じて軌道修正・改
善を行います。 

施策の改善 
Action 

 
 
 
空家等対策計画の基
本方針に基づいて、
施策を設定します。 

施策の設定 
Plan 

空家等対策計画 

空き家対策に係る庁内関係部署や関係団体等による下図のよ

うな体制を整備し、空き家対策を推進します。 

市民 

■推進体制（案） 
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■管理不全空家等に対する措置の流れ 
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固定資産税の住宅
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庁内組織において

認定の可否につい

て検討したうえで

認定 

庁内組織において

勧告の可否につい

て検討したうえで

勧告 


